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業務改善助成金に係る情報提供について


中小企業向けに最低賃金の引上げ支援を目的とした業務改善助成金の活用が、建設企業においても進んでいることから、一層の周知を図るべく情報提供させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ本助成金は、生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金　　を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成するもの　　　です。
詳しくは、業務改善助成金特設サイト  http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/
[bookmark: _GoBack]をご確認ください。
なお、業務改善助成金活用のご検討に当たっての主な留意点は、下記のとおりです。

記

1.助成金対象企業　
　　事業場内最低賃金1,000円未満の中小企業、小規模事業者が対象となります。
（１）業種に応じて
　　①資本金の額
　　②常時使用する企業全体の労働者数
　　　のいずれかの要件を満たすことが必要ですが、建設業の場合は、資本金3億円以下の法人又は常時使用する企業全体の労働者数が300人以下の企業が対象となります。

　（２）具体的な助成額
　　　５つの申請コースごとに定める一定額以上事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます。
　　　なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成上限額が　定められていますので、ご注意ください。

２．助成金　申請書の作成・提出
　　①　業務改善計画（設備・器具の導入等）②賃金引上げ計画（事業内最低賃金を一定額以上引上げ）を策定して、1月31日までに各都道府県労働局に提出することが必要となります。
①の業務改善計画（設備・器具の導入等）において、機器の更新、買換えは原則として対象となりません。
②の賃金引上げ計画においては、申請前6ヶ月以上雇用しているパート職員も対象となるとのことです。詳しくは労働局におたずねください。

３．建設企業の対象となった設備・器具の導入例（29例）
 ①新型ショベル機（後方超小旋回ショベル） ②斜面対応型の小型草刈機
③ミニ油圧ショベル　　　　　　　　　   ④建築積算システム
⑤建設業用業務ソフト                   ⑥ステンレス製型枠
⑦除雪機・見積書作成ソフトのバージョンアップ　⑧ホイストクレーン
⑨施工管理システム                     ⑩型枠自動洗浄機
⑪建築工事最新見積システム             ⑫最新型ボーリングマシン
⑬自動かんな盤・超仕上かんな盤         ⑭ダクト製作機
⑮顧客管理システム 　　　　　　⑯来客感知システム監視カメラ及びモニター
⑰現場・勤怠管理ソフトウェア           ⑱ミニバックホウ
⑲監視カメラシステム                   ⑳溶接機
㉑ VPN装置                             ㉒精密自動横切盤
㉓塗装機械　　　　　　　　　　　　     ㉔塗装機械        
㉕経営コンサルタントによる現場管理システムの導入、社員教育及び社内研修の実施
㉖パワーゲート付き中古車               ㉗配管・運搬機材
㉘空調配管の自動曲げ工具・電動式空調機吊上げ工具・空調配管端部拡張工具
㉙ミニバックホウ

より詳しくは、別添「業務改善助成金　助成事例建設業」を参照してください。


担当：労働部　長尾
